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議案第２７号 

 

平成２９年度おいらせ町一般会計補正予算（第８号）について 

 

平成２９年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところ

による。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８７，４４６千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，２５１，５３８

千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表継続費補正」による。 

 （繰越明許費） 

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の

規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第３

表繰越明許費」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の追加、変更及び廃止は、「第４表地方債補正」による。 

 

 

  平成３０年 ３ 月 ７ 日 提出 

 

               おいらせ町長 三 村 正 太 郎 
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第１表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 

歳 入 

（単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1町 税  2,578,853 24,256 2,603,109 

1町 民 税 1,118,621 8,600 1,127,221 

2固定資産税 1,185,659 12,233 1,197,892 

3軽自動車税 71,728 3,423 75,151 

3利子割交付金  2,800 750 3,550 

1利子割交付金 2,800 750 3,550 

7自動車取得税交付金  20,000 6,000 26,000 

1自動車取得税交付金 20,000 6,000 26,000 

8国有提供施設等所在市町村助成交付金  1,000 6 1,006 

1国有提供施設等所在市町村助成交付金 1,000 6 1,006 

12分担金及び負担金  101,563 △1,225 100,338 

2負 担 金 96,013 △1,225 94,788 

13使用料及び手数料  85,807 185 85,992 

1使 用 料 70,025 4 70,029 

2手 数 料 15,782 181 15,963 

14国庫支出金  1,178,742 195,782 1,374,524 

1国庫負担金 957,464 72,903 1,030,367 

2国庫補助金 216,424 122,864 339,288 

3国庫委託金 4,854 15 4,869 

15県支出金  1,341,190 1,514 1,342,704 
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款 項 補正前の額 補 正 額 計 

 1県負担金 543,525 9,264 552,789 

2県補助金 747,289 △7,736 739,553 

3県委託金 50,376 △14 50,362 

16財産収入  11,078 648 11,726 

1財産運用収入 9,757 134 9,891 

2財産売払収入 1,321 514 1,835 

17寄 附 金  14,500 △5,500 9,000 

1寄 附 金 14,500 △5,500 9,000 

18繰 入 金  613,733 △21,053 592,680 

2基金繰入金 601,775 △21,053 580,722 

20諸 収 入  59,987 3,783 63,770 

5雑 入 49,802 3,783 53,585 

21町 債  698,200 382,300 1,080,500 

1町 債 698,200 382,300 1,080,500 

歳        入 合        計 10,664,092 587,446 11,251,538 
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歳 出 
（単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

1議 会 費  103,282 25 103,307 

1議 会 費 103,282 25 103,307 

2総 務 費  1,372,363 23,959 1,396,322 

1総務管理費 687,342 35,811 723,153 

2企 画 費 457,503 △11,057 446,446 

3徴 税 費 152,438 113 152,551 

4戸籍住民登録費 46,376 △555 45,821 

5選 挙 費 26,719 △337 26,382 

6統計調査費 948 △16 932 

3民 生 費  3,316,352 16,503 3,332,855 

1社会福祉費 1,576,545 △11,600 1,564,945 

2児童福祉費 1,737,285 30,603 1,767,888 

3災害救助費 2,522 △2,500 22 

4衛 生 費  629,049 3,748 632,797 

1保健衛生費 272,744 △744 272,000 

2清 掃 費 231,137 △14,067 217,070 

4病 院 費 116,284 18,559 134,843 

5労 働 費  6,137 25 6,162 

1労働諸費 6,137 25 6,162 

6農林水産業費  330,925 △19,576 311,349 
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（単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

 1農 業 費 283,515 △9,693 273,822 

3水産業費 47,362 △9,883 37,479 

7商 工 費  113,944 △1,685 112,259 

1商 工 費 113,944 △1,685 112,259 

8土 木 費  1,434,359 △52,645 1,381,714 

1土木管理費 79,344 138 79,482 

2道路橋りょう費 505,623 △11,653 493,970 

3都市計画費 841,833 △41,130 800,703 

9消 防 費  723,158 △14,745 708,413 

1消 防 費 723,158 △14,745 708,413 

10教 育 費  1,549,997 631,837 2,181,834 

1教育総務費 159,280 △1,139 158,141 

2小学校費 221,386 66,365 287,751 

3中学校費 115,281 585,720 701,001 

4社会教育費 218,390 △1,010 217,380 

5保健体育費 835,660 △18,099 817,561 

歳        出 合        計 10,664,092 587,446 11,251,538 
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第２表  継 続 費 補 正 
 

変 更                                                             （単位：千円） 

款 項 事 業 名 

補   正   前 補   正   後 

総  額 年  度 年 割 額 総  額 年  度 年 割 額 

 

 

2 総 務 費 

 

 

1 総務管理費 

地方公会計導入支援事業 

 

 

4,802 

平成28年度 2,052 

3,716 

平成28年度 2,052 

平成29年度 2,750 平成29年度 1,664 

 

 

8 土 木 費 

 

 

3 都市計画費 

下田公園湿地帯木道改修事業 

 

 

83,437 

平成28年度 53,946 

75,384 

平成28年度 53,946 

平成29年度 29,491 平成29年度 21,438 
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第３表  繰 越 明 許 費 

 

款 項 事   業   名 金     額 

   千円 

２  総  務  費 ２ 企  画  費 二川目地区光ケーブル移設事業 ３，６６２   

１０ 教  育  費 ２ 小 学 校 費 小学校施設非構造部材耐震化事業 ７４，２４０   

１０ 教  育  費 ３ 中 学 校 費 百石中学校講堂改築事業 ５８２，８１７   
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第４表   地  方  債  補  正 

 

追 加 

起 債 の 目 的 限度額  
起債の方

法 
利   率 償還の方法 

 千円    

小学校施設非構造部材耐震化事業  46,600  

証書借入 

年 3.5％以内 
（ただし、利率
見直し方式で
借入れる場
合、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率） 

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の場
合にはその債権者と協定する
ものによる。 
ただし、町財政の都合により

据置期間及び償還期限を短縮
し、又は繰上償還もしくは低利
に借換えすることができる。 

百 石 中 学 校 講 堂 改 築 事 業 402,900  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

８
９
 

 変 更 

 

 廃 止 

起 債 の 目 的 限度額  

 千円 

災 害 援 護 資 金 貸 付 事 業 ２，５００  

起 債 の 目 的 
補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利   率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

 千円    千円    

百 石 漁 港 改 修 事 業 40,500 

 

証書借入 

 

年 3.5％以内 

（ただし、利率見

直し方式で借入

れる場合、利率の

見直しを行った

後においては、当

該見直し後の利

率） 

 

政府資金については、

その融資条件により、

銀行その他の場合に

はその債権者と協定

するものによる。 

ただし、町財政の都合

により据置期間及び

償還期限を短縮し、又

は繰上償還もしくは

低利に借換えするこ

とができる。 

31,600 

 

証書借入 

 

年 3.5％以内 

（ただし、利率見

直し方式で借入

れる場合、利率の

見直しを行った

後においては、当

該見直し後の利

率） 

 

政府資金については、

その融資条件により、

銀行その他の場合に

はその債権者と協定

するものによる。 

ただし、町財政の都合

により据置期間及び

償還期限を短縮し、又

は繰上償還もしくは

低利に借換えするこ

とができる。 

町 道 舗 装 補 修 事 業 71,400 20,700 

百石第９分団拠点施設整備事業 33,000 27,900 


